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会議名 令和元年度 第２回 宇治市個人情報保護審議会 

日時 令和元年１０月３日（木） 午後２時 ～ 午後２時３０分 

場所 宇治市役所 ７階 ７０３会議室 

出席者 （委  員）松岡会長 尾形委員 谷委員 能瀬委員 原委員 吉田委員 

（事 務 局）秋元副部長 松井副課長 鶴谷係長 森岡主任 古池主任 

（傍 聴 者）なし 

 

１ 開会 

 

２ 本日の予定及び資料の説明について（事務局） 

(1) 本日の予定について 

（仮称）宇治市消防本部消防用ドローンの映像データ管理及び運用における個人情報 

の取扱いについて（審議事項） 

 

(2) 資料説明 

事務局から、（仮称）宇治市消防本部消防用ドローンの映像データ管理及び運用におけ

る個人情報の取扱いについての資料の説明を行った。 

 

３ 審議事項 （仮称）宇治市消防本部消防用ドローンの映像データ管理及び運用における個

人情報の取扱いについて 

(1) 事務局から、資料に沿って、諮問に係る経過及び答申案について説明を行った。 

(2) 質疑応答 

（会 長） ただいまの事務局の説明について、意見や質問はあるか。ドライブレコーダーの

答申を準拠して、但し書きの（４）を少し緩和したと思われるが、どういった違い

があるのか。 

（事務局） ドライブレコーダーでは個人を識別できないよう編集または加工が必須であっ

たが、ドローンでは必須ではなく配慮に留めた。 

（委 員） ドローンでは要救助者の怪我している状況等も含めて映すことになり、隠す必要

はない。ドライブレコーダーでの編集または加工とは自動車のナンバープレート

や個人の容姿が見えないようにすることだと思うが、ドローンではそこまで強制

をしないという説明でよいか。 

（事務局） そうである。例えば、ドローンが要救助者に近づいたときに、要救助者以外の方

の容姿が映りこんでいた場合は識別できないよう編集または加工することが必要

であると考えられる。 

（委 員） 色々なシチュエーションがあるため難しいが、検討会では編集または加工をする

のかどうか審議する必要がある。 
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（委 員） 答申案の但し書きの（４）は緩和しているように見えるが、配慮するということ

は結局、編集または加工が入るのではないか。必要に応じて個人を識別できないよ

う配慮することがよいのでは。 

（委 員） 検討会の目的に合わせて最小限にしてもらうことでよいかと思う。指摘のとおり

「必要に応じて」という文言が適切ではないかと思う。 

（委 員） 検討会は、一般の方は対象ではなく、消防職員のみの検討会か。 

（委 員） そうだと思う。 

（委 員） どれくらいの時間、現場で検討会をするのか。 

（事務局） 災害現場での検討会ではない。 

（委 員） 検討会で使うとしても年に１、２回程度と思われる。原則１年保存であるし、そ

れ以上残すことは滅多にないと私は思う。 

（委 員） 検討会は必要なことなので「必要に応じて」でよいのでは。 

（委 員） 内部検討会ではあるものの本人の同意なく収集したものをさらに活用すること

になるため、但し書きの（４）は付けておき、ドライブレコーダーでの安全運転教

育に用いる場合よりは緩和したらよいのではないかと思う。 

（委 員） 今の答申案の文言だと「配慮」には結局、縛りが残っているため、「必要な場合

は」という条件でよいかと思う。 

（委 員） 内部検討会で個人の容姿等を公開してしまうとその方の個人情報が漏えいする

ことにはならないか。 

（委 員） 個人情報の観点で言えば、消防職員のみと限られているため、そこまで心配する

ようなことはないかと思う。消防職員も地方公務員であるので守秘義務もある。 

（委 員） １年で廃棄すると要項に記載されているが、貴重な映像も廃棄するのか。 

（委 員） 場合によるのではないか。２０年に１度の台風などの災害であれば１年を超えて

保存することもあると思われる。原則１年であるが、正当な理由があれば例外を認

めることもあるかと思う。 

（委 員） 答申案の但し書きについて、すべて条件を満たすときと記載されており、但し書

きの（４）は「必要に応じて」にすると、すべての条件を満たすときという文言と

矛盾が生じるのでは。 

（委 員） 英語でいうと、「and,and,and,or」になってしまう。 

（会 長） 必要に応じた配慮でよいのではないかと思う。「必要に応じて、」の追記でよいか

と思う。その他意見はあるか。 

（委 員） 答申案の但し書きの（１）の「データを取り扱う者を必要最小限」とあるが、「取

り扱う者の範囲を必要最小限」という文言を修正した方がよいのではないかと今

更ながら思う。ドライブレコーダーでもそうであったが。 

（会 長） 取り扱う者の範囲という趣旨で読めなくもないが、修正することがより正確では

ある。事務局にはドライブレコーダーと合わせて修正をお願いする。 
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４ その他連絡事項等について 

平成３０年３月に答申が確定した「学校警察連絡制度」における個人情報の取扱いの運用

状況について報告を行った。 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （会長署名） 

 

 


